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８． ４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 
 

［１］公共交通機関の利便性の増進及び特定事業の推進の必要性  

 中心市街地に位置するＪＲ島田駅は、平成 19年度から平成 20年度において、駅舎の改築や南北自

由通路・南口の開設、南北駅前広場の整備等が行われ、年間約 200万人が利用する公共交通の結節点

となっている。 

また、ＪＲ島田駅から島田市民病院をはじめ、市内各所へ連絡するバス路線が整備されている。コ

ミュニティバスの路線の一部には、利用者が増加している路線もみられるが、近年の人口減少と車社

会の進展等を背景として、総じて利用者数は減少している。 

中心市街地活性化において、まちなかで過ごしてもらうことや日常的な稼ぐ力を向上させることを

基本方針とすることから、コンパクト化されたまちなかでの移動手段として、都市福利施設等への公

共交通機関を利用したアクセスを確保することが必要となる。 

また、ＪＲ島田駅南口は、富士山静岡空港との連絡バスの発着所となるなど広域交流の重要拠点と

しての位置づけがますます高まっていることから、中心市街地への交流人口の取り込みや公共交通の

アクセス等の利便性向上につなげることが重要となる。  

［２］具体的事業の内容  

（1）法に定める特別の措置に関連する事業 

該当なし 

 

（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

該当なし 

 

（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

該当なし 

 

（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現するための 

位置付け及び必要性 

国以外の支援 

措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

公共交通運行事業 

［内容］路線バス、タクシ

ー、デマンドタクシー車

を活用した運行により、

移動手段の確保と回遊性

の向上を図る。 

［実施時期］R２～ 

島田市 ＪＲ島田駅など中心市街地や周辺地区で

の路線バスの運行とともに、タクシー、デ

マンドを活用した運行を実施し、高齢者

や学生などの移動手段を確保することに

より、回遊性の向上を図る。 

地域公共交通確

保維持改善事業

費補助金 

［実施時期］ 

R２～ 

 

 

（4）国の支援措置がないその他の事業 

事業名、内容 

及び実施時期 

実施 

主体 

中心市街地の活性化を実現するための 

位置付け及び必要性 

国以外の支援 

措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

観光レンタサイクル事業 

[内容] 自転車の貸出に

よる、観光客等の回遊性

の向上を図る。 

[実施時期]H10～ 

島田市シルバ

ー人材センタ

ー 

ＪＲ島田駅において、自転車の貸出を行

うことにより、中心市街地を含む広域の

観光客の回遊性向上が図られる。 
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◇ ４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


